
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等） （対応）

・災害発生時に備え、緊急に必要とされる医薬品等を確実に備蓄（流通備蓄）する。

・災害が発生し、医薬品等が不足した場合は、備蓄品を必要な場所に円滑に供給する。

889 889 0

（予算案）

１．医薬品の備蓄 補助金 ・医薬品（66品目）を県内13箇所に備蓄

合計

H25 H26

２．衛生材料の備蓄 補助金 ・衛生材料（29品目）を県内６箇所に備蓄 252 252

（当初）

548 548

事業番号 04 12 05 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 災害用医薬品等対策費災害用医薬品等対策費災害用医薬品等対策費災害用医薬品等対策費
担

当

課

部局 健康福祉部

課・室 薬事管理課

総合５か

年計画

プロジェクト  E-mail yakuji@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり

目指す姿

現状

大規模災害が発生した場合、負傷者等への応急措置に多くの医薬品等が必要となるとともに、交通の遮断等による医薬品等供給機能

の低下により、医薬品等が大幅に不足することが予想される。

県が関与

する理由

台風、地震その他の災害及び緊急の事態に速やかに対応するため、緊急に必要とされる医薬品・衛生材料（医薬品等）を県内の主た

る場所に常時備蓄する。

県関与の必要性あり

【左記の説明、根拠法令等】

災害時における広域の医薬品等供給体制の確保には県の関与が必須。

県地域防災計画、県災害活動指針、災害用医薬品等備蓄事業補助金交付要綱、災害用医薬品等備蓄事

業実施要領

６　医薬品等の確保・適正使用の推進 実施期間 S34 ～

可能県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

３．緊急用医薬品の配備 直接

・消毒用アルコール以下20品目を薬事管理課及び

保健所に配備

89 89

（要求）

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

889

合計（A) 978 889 889 0

医薬品の備

蓄

66品目

13箇所

66品目

13箇所

H27

目標

補正予算

Aの

財源

当初予算 889 978 889

889

目標 成果 達成状況

衛生材料の

備蓄

29品目

６箇所

29品目

６箇所

項目

H25末

（見込）

889 978 889 889 0

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

0.10 0.10 0.10 0.10

826

805 799

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 1,631 1,625 1,715 1,715

826 826 826 0

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円）


